起業準備活動計画確認申請書兼同意書

                                                                　年　　月　　日
　大阪市長
                  　　　　　　　　申請人  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　

性別　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国籍・地域　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                           

　外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号。以下、「告示」という。)第５の４に規定する起業準備活動計画の確認を受けたいので、次のとおり申請します。
　なお、交付に際しては、大阪市外国人起業活動促進事業実施要綱を遵守するとともに、これに基づく職員の指示に従います。

＜添付資料＞
	
	提　　出　　書　　類
	チェック欄

	（1）
	起業準備活動計画書（様式第１号の２）
	□

	（2）
	申請人の履歴書（様式第１号の３）
	□

	（3）
	暴力団排除に関する誓約書（様式第１号の４）
	□

	(4)
	申請人の旅券（パスポート）の写し
	□

	（5）
	申請人の上陸後又は在留資格の変更後１年間の住居を明らかにする書類
	□

	（6）
	申請人の上陸後又は在留資格の変更後１年間の滞在費を明らかにする書類
	□

	（7）
	告示第５の６（１）⑤イ、ロのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
	□

	（8）
	その他大阪市長が必要と認める書類
	□






  同　意　書

１　私は、日本の関係法令のほか、大阪市外国人起業活動促進事業実施要綱を遵守するとともに、これに基づく大阪市及び本事業に係る指定管理者（以下、「大阪市等」という。）の指示に従います。

２　私は、申請書及び関係書類の内容における技術的及び経営的営業秘密の保護について、あらかじめ法的保護を行うなど、私の責任で対応します。

３　私は、私が実施する起業準備活動に関する責任について、全て私に帰すること及び起業準備活動を実施する際に発生した損益について、全て私に帰することに同意します。また、私が実施する起業準備活動において、第三者に加えた損害は全て私が賠償します。そのため、私が実施する起業準備活動に関する責任及び起業準備活動を実施する際に発生した損益について、大阪市等はその責めを負わないことについて同意します。また、私が実施する起業準備活動において、第三者に加えた損害があっても、大阪市等はその損害の賠償の責めを負わないことに同意します。

４　私は、大阪市等に対して提出した個人情報を含む申請書及び関係書類（以下「個人情報等」という。）を大阪市等が保管し、返却されないことを了承します。

５　私は、大阪市等が起業準備活動の確認の目的にのみ個人情報等を使用することに同意し、かかる目的の範囲内において複製することに同意します。また、かかる目的の範囲内において、個人情報等を知る必要がある経済産業大臣及び大阪出入国在留管理局長に対して大阪市が情報を開示することに同意します。

６　私は、上陸後又は在留資格の変更後から起業に至るまでの間、１月に１回、起業準備活動計画の進捗状況について大阪市等に報告を行うとともに、面談の実施、進捗状況の確認に必要な資料及び通帳の写しなど資金状況が分かる資料の提出その他の求めに応じます。

７　私は、起業準備活動の継続が困難であると大阪市が判断したときは、在留期間が満了するまでの間に帰国します。また、私が帰国する際の資金については、自己資金又は本国の親族等からの送金等自己の責任において確保します。


以上を同意のうえ、申請します。
氏　名  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　












































